
１　ケアハウスの利用料
当施設は、老人福祉法に定める軽費老人ホーム（ケアハウス）に位置付けられている
ため、居住に要する費用（家賃）、サービスの提供に要する費用、生活費（食費含む）
が必要になります。

〇居住に要する費用
入居一時金　　なし
居住費　　　　22,000 円／1か月　（全室個室）

〇サービスの提供に要する費用

〇生活費
通常期（4月～10月）　　 46,940 円／1か月（食費含む）
冬　季（11月～3月）　　 49,090 円／1か月（食費含む）

3,100,001円以上 51,500 円

2,900,001～3,000,000円 51,500 円

3,000,001～3,100,000円 51,500 円

 

1,500,000円以下

本人からの事務費徴収額（1か月）

円10,100

1,600,001～1,700,000円

1,700,001～1,800,000円

1,800,001～1,900,000円

1,900,001～2,000,000円

1,500,001～1,600,000円

2,200,001～2,300,000円

2,300,001～2,400,000円

2,400,001～2,500,000円

2,000,001～2,100,000円

2,100,001～2,200,000円

2,500,001～2,600,000円 51,500 円

2,600,001～2,700,000円 51,500 円

2,700,001～2,800,000円 51,500 円

2,800,001～2,900,000円 51,500 円
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円



２　その他の費用（別途料金）
おむつなどの介護用品費、日常生活用品費、施設での洗濯代等　　　　 

３　1か月の費用
個別に提供を受けられたサービスの加算やその他の費用を除く1か月の費用は、
概ね次のとおりとなります。

※  ただし11月～3月は、暖房費として上記金額に2,150円が加算されます。

４　料金のお支払方法
毎月１０日に請求書を発行いたします。利用料は原則口座振替でお支払いいただきます。
口座振替は毎月27日（金融機関の休業日は除く）に振替させていただきます。

対象収入による階層区分

1,500,000円以下 79,040

1,500,001～1,600,000円

1,600,001～1,700,000円

1,700,001～1,800,000円

2,400,001～2,500,000円

2,500,001円以上

2,200,001～2,300,000円

2,300,001～2,400,000円

1,800,001～1,900,000円

1,900,001～2,000,000円

2,000,001～2,100,000円

2,100,001～2,200,000円

91,140

94,140

82,040

85,040

88,140

109,340

114,440

119,440

120,440

99,240

104,340


